
令和8年7月1日改正

1． 午前９時～午後９時（日曜日、国民の祝日午前 ９時～午後５時）

2． ①　月　　　曜　　　日
②　国民の祝日の翌日
③　年末年始（１２月２８日～１月４日）

3．
■ 競 技 場

小道場 １面 大道場 １面 小道場 １面 大道場 １面 練習場 試合場 全面 １面

午前（　９：００～１２：００）

午後（１３：００～１７：００）

夜間（１７：００～２１：００）

上記以外の時間帯１時間あたり

午前・午後（９：００～１７：００）

一日（９：００～２１：００）

午前（　９：００～１２：００）

午後（１３：００～１７：００）

夜間（１７：００～２１：００）

上記以外の時間帯１時間あたり

午前・午後（９：００～１７：００）

一日（９：００～２１：００）

一
般 午 前 ・ 午 後 ・ 夜 間 各 々

学
生 午 前 ・ 午 後 ・ 夜 間 各 々

一　　般

学　　生

■ 会 議 室

　※　冷・暖房使用の場合は２０％加算。上記(　)内は冷暖房使用料金を記載。

■ 合 宿 所

一　　　般

学　　　生

　※　１時間使用料金（冷暖房使用の場合は２０％加算とする。）

一　　　般

学　　　生

　※　冷・暖房使用の場合は２０％加算。上記(　)内は冷暖房使用料金を記載。

■ 附属設備

1台1時間につき

1台1時間につき

４．

備　　　　考

専

用

す

る

場

合

一
　
　
般

入場料等で制限する場合

（１） アマチュアスポーツ・
　 スポーツ以外の行事
　　３倍
　（ただし入場料の最高額が４，
９２０円未満の場合２倍）

（２） アマチュアスポーツ
　以外のスポーツ
　入場料最高額の２００倍
　　（最低４７４，５７０円）
　土・日・祝日は2/10加算

学
　
生

トレーニング室
競技場と併せて使用する場合は、無料

開 館 時 間
休 館 日

使 用 料 金

単位（円）

区　　　　　　　　　分
柔　　　　　道　　　　　場 剣　　　　　道　　　　　場 相　撲　場

弓道場
多種目競技場

冷暖房
料　金

（１時間あたり）

個
人
使
用

※　学生は、小学生・中学生・高校生・大学生とし、小学生未満は無料とする。
※　一般と学生等とで構成されている団体が使用する場合は、一般の使用料の額とする。

区　　　　　　　　　分 会議室１（４８席） 会議室２（８４席） 会議室３（２７席） 会議室４（３１席） 会議室５(３１席)

夜間（１７：００～２１：００）
一
　
般

午前（　９：００～１２：００）

午後（１３：００～１７：００）

午前・午後（９：００～１７：００）

一日（９：００～２１：００）

学
　
生

午前（　９：００～１２：００）

午後（１３：００～１７：００）

食　　　堂

宿泊
以外

午前・午後（９：００～１７：００）

一日（９：００～２１：００）

冷暖房期間
および時間

　　　冷　房　　６月１５日～９月３０日　 ※ただし、令和８年度は７月１日～。天候等に応じて変更するあり 午前９時００分～午後９時００分まで
（合宿所は除く）　　　暖　房　　１２月１日～３月３１日　 ※天候等に応じて変更するあり

区　　　　　　　　　分 ジェットヒーター ブルーヒーター

宿泊

利　用　の　ご　案　内

一般

学生

上記以外の時間帯１時間あたり

上記以外の時間帯１時間あたり

夜間（１７：００～２１：００）

区　　　　　　　　　分 宿泊室１～７ 指導者宿泊室１・２ 研　修　室


